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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年７月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月１３日  ０６時１０分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町串島北方沖 

 串島灯台から真方位０４４°１,３７０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５８.１′ 東経１２８°５９.４′） 

事故調査の経過 平成２３年１０月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 金生
きんせい

丸、９.１トン 

ＮＳ２－２３２１３（漁船登録番号）、個人所有 

１６.３０ｍ（Lr）×３.０４ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成１２年６月２６日 

Ｂ 漁船 さつき、０.４トン 

ＮＳ３－６０３１４８（漁船登録番号）、個人所有 

５.２０ｍ×１.５７ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、平成１１年１２月９日

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年４月２２日 

    免許証交付日 平成１９年７月３０日 

           （平成２５年４月２１日まで有効） 

  甲板員Ａ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年９月３０日 

    免許証交付日 平成２０年８月２７日 

           （平成２６年２月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年５月７日 

    免許証交付日 平成２１年１０月５日 

           （平成２７年３月２２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底部にペイント剝離を伴う擦過傷及びプロペラ翼曲損 

Ｂ 両舷船首部外板に破口 
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 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが２人で乗り組み、甲板員Ａが操舵室の椅

子に腰を掛けて手動操舵に当たり、衝突の５分前ごろ新上五島町中 通
なかどおり

島

西部の福崎鼻北方沖で左転し、串島野崎北方沖に向け、全周灯及び両色灯

を点灯して約１４ノットの速力で南西進した。 

Ａ船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。  

甲板員Ａは、変針後、進路方向に他船や灯火を認めなかったので、船首

を左右に振って死角を補うなどの見張りを行わず、また、１.５海里レンジ

で作動中のレーダー画面を見ずに航行していたところ、平成２３年１０月

１３日０６時１０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷前部とが衝突し、Ａ

船は、Ｂ船を乗り切って数ｍ前進して停止した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、串島北方沖で錨泊し、釣りをしてい

たところ、Ｂ船の左舷前部とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、衝突後、転覆したので、船長Ａ及び甲板員Ａは乗組員を探した

が発見できず、船長Ａが１１９番経由で海上保安部に救助を要請し、船長

Ｂは、来援した地元の長崎県水難救済会飯
い

ノ瀬戸救難所の救助船により、

０７時３０分ごろ、転覆したＢ船船内において、うつ伏せ状態で発見され

たが、搬送された病院で死亡が確認された。船長Ｂの死因は、溺死と検案

された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏  

日出時刻：０６時２６分 

 その他の事項  本事故は、日出１６分前の薄明の時間帯に発生したが、月齢は約１５.５

（月没時刻０７時１７分）で目視により他の船舶等を視認することができ

た。 

船長Ａの海上保安庁への通報は、衝突の約３０分後であった。 

船長Ａは、本事故発生時、後部甲板で餌の準備を行っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

Ｂ船の灯火のスイッチ３個は、全てＯＦＦの状態であった。 

Ｂ船の船外機は、チルトアップされた状態であった。 

Ｂ船は、操舵室等の甲板上の構造物がない小型漁船であり、船体中央付

近の両舷に釣り竿がセットされ、左舷側のものが、舷側付近で折れてお

り、ブルワークの左舷中央よりやや船首方から左舷船首部にＡ船が衝突し

て乗り切った際の破口とプロペラ痕が見られた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、串島北方沖を南西進中、甲板員Ａが、

進路方向に他船や灯火を認めなかったので、船首

を左右に振るなどして死角を補う適切な見張りを

行っていなかったことから、前路で錨泊中のＢ船

に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、串島北方沖で錨泊して釣り中、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 
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船長Ｂは、溺死した。 

船長Ｂは、転覆した船内で発見されたことか

ら、船内で溺水したものと考えられるが、溺水に

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、薄明時、串島北方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が錨泊

中、甲板員Ａが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・見張りは、目視のみでなく、レーダーも適切に使用して周囲の船舶を

見落とさないように行うこと。 

・航行中、船首死角が生じる場合は、適切な見張りを行うため、船首死

角を補う措置を講じること。 

・救命胴衣を着用すること。  

 

 

 

 

 

 

 




